
新庄市公告第２６号  

 

入  札  公  告  

 

一般競争入札（条件付）を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の６の規定により、次のとおり公告する。  

 

平成２８年４月２１日  

 

新庄市長  山尾  順紀  

 

 

１  工事概要  

（１）工事名称  新庄市デジタル防災行政無線 (同報系 )整備工事  

（２）施行場所  新庄市内一円  

（３）工事内容   

①親局整備工事  ア．設置場所：新庄市上下水道庁舎  

 イ．無線送受信用アンテナ：屋上  

 ウ．メインネットワーク用機器：２階  

 エ．操作盤及び地図表示用ディスプレイ：１階ロビー  

オ．地図表示用ディスプレイを見ながら、操作盤にて子局を操作する。 

カ．Ｊ－アラートと連動して自動放送可能。  

キ．発電機により停電時も７２時間使用可能。  

②子局整備工事   

ア．設置場所：水道庁舎屋上及び市の指定する地域１３箇所 (根拠－土砂災

害警戒区域 )  

イ．指定地区：土内、萩野、小泉、山屋、休場、市野々 (2 塔 )、鳥越 (2 塔 )、

二ツ屋、滝ノ倉、升形（ 4 塔）、前波、本合海（ 2 塔）、  

畑【公民館、ポンプ小屋の敷地内に建設】  

 ウ．屋外拡声式受信装置  １８塔  

    エ．再送信（中継機能付）子局装置  ２塔（升形・本合海）  

    オ．親局からの音声放送通信を受信し、スピーカー (最大 4 つ )より 15ｍの高

さから放送。  

    カ．付属の連絡通話機を使って、地域住民も親局に発信可能。また、地域内に

拡声放送可能。  

    キ．聞き逃しても電話で放送を再受信可能。  



    ク．蓄電池により停電時も７２時間使用可能  

③遠隔制御装置設置  設置場所：最上広域消防本部通信司令室  

 操作盤を使用し、子局を操作する。  

            消防指令システムと連動し、災害発生時に子局の自動放送が

できる。  

（４）工   期  平成２９年３月１０日まで  

（５）予定価格  ２４７，８７８，０００円（消費税及び地方消費税を除く）  

 

２．入札参加資格  

（１）平成２７・２８年度新庄市競争入札参加資格者名簿の電気通信工事に登載さ

れていること。  

（２）山形県内または宮城県内に本社、支店又は営業所を有すること。  

（３）建築業法上（昭和２４年法律第１００号）第３条第６号の規定による特定建

設業（電気通信工事）の許可を受けた者であること。  

（４）電気通信工事業に関する管理技術者証及び管理技術者終了証の交付を受けて

いる者で、監理技術者を本工事に専任で配置できること。なお、現場代理人、

主任技術者は、兼務できるものであること。配置予定の技術者は次に挙げる要

件を満たすこと。  

  ①  第三級陸上特殊無線技士  

（５）過去５年間に山形県内において６０ＭＨｚ帯デジタル防災行政無線の整備工

事を元請として施工した実績があること。  

（６）新庄市建設工事請負業者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと  

（７）新庄市建設工事請負契約約款第４９条第１項第６号の規定（「暴力団排除条

項」）に該当しないこと。  

 

３  入札予定日  

（１）入札日時  平成２８年５月１９日（木）午前１０時３０分～  

（２）入札場所  新庄市役所  西庁舎  入札室  

４  設計図書等の閲覧・貸出期間及び閲覧・貸出申請場所  

（１）閲覧・貸出期間  

平成２８年４月２１日（木）から平成２８年４月２８日（木）までの土曜日、

日曜日、祝日を除く毎日、午前９時から午前１１時まで及び午後１時から午後

４時まで申請すること。  

（２）閲覧・貸出申請場所  

   新庄市財政課契約管財室  電話番号  0233‐ 22‐ 2111（内線 242）  

５  参加申込期限及び参加申込書類の提出場所  



 平成２８年４月２８日（木）午後４時までに新庄市財政課契約管財室へ提出

すること。  

６  入札保証金及び契約保証金等  

（１）入札保証金  

免除  

（２）契約保証金  

   新庄市財務規則第１１１条第３項の規定に基づく建設工事請負契約約款第

４条による保証（保証金額は、契約金額の１０分の１に相当する額とする。）

を付すこと。  

７  その他  

（１）入札参加者は、工事費内訳書を入札時に提出すること。  

（２）詳細については、入札説明書による。  

（３）本入札において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入

札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

 


